
令和４年７月１９日 

 

 

   報 道 機 関 各 位 

 

    

                                       危機管理局原子力安全対策課長 

 

 

再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽の 

安全冷却機能の一時喪失ついて（報告） 

 

 

標記について、日本原燃株式会社から、下記のとおり報告がありましたので

お知らせします。 

 

記 

 

 

〇「再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全冷却 

機能の一時喪失について」（安全協定に基づく報告） 

 

〇「再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全冷却 

機能の一時喪失に係る通報連絡上の改善すべき点および改善策について」 

 

 

以上 
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2022 再工技発第 6 号 
令和 4 年 7 月 19 日 

青森県危機管理局 

原子力安全対策課長 

竹ケ原 仁  殿 
 日本原燃株式会社 

再処理事業部長 
宮越 裕久 

 
 六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験に伴う使

用済燃料等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定第 12 条第

１項の規定により、次のとおり報告します。 

 

発生日時  令和４年７月２日（土） １５時３１分 
発生場所  再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋 

件  名 
 再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋における 

供給液槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失について 
環境への 
影  響 

 なし 

状  況 
原  因 
対  策 

 

１．状況 
高レベル廃液ガラス固化建屋において、令和４年７月２日１８時５０分頃、当直員が安全

冷却水Ｂ系列の流量が１５時３１分から低下していることを中央制御室の監視制御盤で確認

した。これを受け、当直員が高レベル廃液ガラス固化建屋の管理区域で安全冷却水の漏えい

の有無など原因に係る調査を実施し、２３時４３分に供給液槽Ｂに供給される安全冷却水Ｂ

系列の仕切弁が閉止していることを確認した。 

２３時４４分に仕切弁を全開としたことで、供給液槽Ｂに供給される安全冷却水Ｂ系列の

流量が正常に戻り、安全冷却機能は回復した。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の供給液槽Ｂは、安全冷却水系（Ａ系列、Ｂ系列）により冷

却されているが、安全冷却水Ａ系列は、６月１９日から工事のために計画的に停止中であり、

安全冷却水Ｂ系列のみが運転中であったことから、仕切弁の閉止により、供給液槽Ｂへの安

全冷却水の供給が停止となり、１５時３１分から２３時４４分の間、安全冷却機能が喪失し

た。 

２．原因 

供給液槽Ｂの安全冷却水の供給が停止した直接原因は、安全冷却水Ａ系列の計画停止中

に、運転中である安全冷却水Ｂ系列の仕切弁が閉止したことである。 

また、当該仕切弁が閉止した原因については、作業員等からの聞き取り調査からは当該仕

切弁を閉操作した事実は確認されなかったものの、当該仕切弁は、安全冷却水Ｂ系列の仕切

弁が狭隘部にあり弁番号が視認しにくいこと、「開／閉」状態や系列の表示がなかったことお

よび通常操作することはないが操作可能な状況であったことから、当該仕切弁の近傍にある

安全冷却水Ａ系列の弁と誤認されて、安全冷却水Ｂ系列の仕切弁が閉となったと推定した。 

３．対策 

安全冷却水系において片系を停止し１系列で運転する場合は、異常が確認された際に、速

やかに状態確認を行えるよう、制御室での温度、流量等の確認の頻度を通常の４時間毎から

１時間毎に強化する。 

また、作業により弁を操作するときは、作業要領書等で対象の弁を明確にする。さらに、

運転状態の系列の弁と誤認することを防止するため、識別を行うとともに、安全冷却水の安

全冷却機能に影響を与えうる全ての仕切弁に対して、操作できないよう施錠管理する。 

上記対策については、安全上重要な施設のうち、個々の貯槽の安全機能（流量）を確認で

きない安全冷却水系を対象に行い、同様事象の発生の可能性がある他の建屋の安全冷却水系

に対しても実施する。（詳細については、別添参照。） 

以 上 
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１．件名 

再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全冷却

機能の一時喪失について 

 

２．発生日時 

2022 年 7 月 2 日（土）15 時 31 分（安全冷却水ポンプＢ出口流量低下時） 

 

３．発生場所 

高レベル廃液ガラス固化建屋 地下１階 供給槽保守第 2室 

 

４．発生事象の概要 

高レベル廃液ガラス固化建屋において、7月 2日 18 時 50 分頃、当直員が安

全冷却水Ｂ系列の流量が 15 時 31 分から低下していることを中央制御室の監

視制御盤で確認した。これを受け、当直員が当該建屋の管理区域で安全冷却水

の漏えいの有無など原因の調査を実施した。23 時 43 分に供給液槽Ｂに供給さ

れる安全冷却水Ｂ系列の仕切弁が閉止していることを確認し、直ちに、仕切弁

を全開としたことで、供給液槽Ｂに供給される安全冷却水Ｂ系列の流量が正常

に戻り、安全冷却機能は回復した。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の供給液槽Ｂは、安全冷却水系（Ａ系列、Ｂ系

列）により冷却されているが、安全冷却水Ａ系列は、6 月 19 日から工事のた

めに計画的に停止中であり、安全冷却水Ｂ系列のみが運転中であったことから、

安全冷却水Ｂ系列の仕切弁の閉止により、供給液槽Ｂへの安全冷却水の供給が

停止となり、この間、安全冷却機能が喪失した（添付資料－１参照）。 

供給液槽Ｂの廃液温度は、安全冷却水の供給が停止していた間、約 25℃か

ら緩やかに上昇し約 32℃となった。23 時 44 分に仕切弁を全開としたことで

廃液温度の低下が始まり、7 月 3 日 3 時 25 分に安全冷却水の停止前と同程度

の温度（約 25℃）となった（添付資料－２参照）。供給液槽Ｂの廃液温度は最

大で約 32℃まで上昇したが、警報設定値（70℃）より低い値であった。 

なお、本事象による外部への放射性物質の放出はないことを確認している。 

 

５．時系列 

本事象における主な時系列を以下に示す。なお、詳細な時系列については、

添付資料－３に、当日の当直体制を添付資料－４に示す。 
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【7月 2日（土）】 

１８：５０頃 ・当直員Ａは、定刻のデータ確認時に安全冷却水Ｂ系列の安全冷却水

ポンプＢ出口流量が 15 時 30 分頃から低下し、その後安定している

ことを確認。なお、14 時から 15 時の定刻データ確認時は通常流量

であることを確認している。 

・当直員Ａは、安全冷却水Ｂ系列で冷却している７つの貯槽の廃液温

度は約 25～30℃付近で推移していたことから有意な温度上昇がな

いものと認識し、当直員Ａは、安全冷却水Ｂ系列の安全冷却水ポン

プＢ出口流量が低下していることと貯槽の廃液温度に異常がないこ

とを当直長Ａに報告を行った（現状の廃液保有状態では、廃液温度

は安全冷却水の温度変化により、約 25℃～30℃の範囲（警報設定値

（70℃））で温度変動をしている）。 

・当直長Ａは22時の定刻確認で状況を再度確認することを当直員Ａに

指示した。また、当直長Ａは、統括当直長Ａへ流量低下と廃液温度

に異常がないことを報告した。 

・統括当直長Ａは、安全冷却水Ｂ系列の供給ラインからの漏えいによ

る流量低下を疑い、管理区域にて漏えいの有無の確認を行うよう当

直長Ａへ指示。 

１８：５０ ・当直長Ａは、Ｙ区域の巡視点検で現場にいた当直員ＢにＹ区域の安

全冷却水Ｂ系列の供給ライン（途中から機器別に９系統に分岐して

供給）の漏えいの有無、Ｇ区域の膨張槽液位および安全冷却水ポン

プＢの起動状態の確認を指示。 

・当直員Ｂは、Ｙ区域の安全冷却水Ｂ系列の供給ラインの確認を開始。 

２２：００頃 ・当直員Ａは、定刻のデータ確認時に安全冷却水Ｂ系列で冷却してい

る７つの貯槽のうち、供給液槽Ｂの廃液温度だけが約５℃上昇し、

通常の変化と違うことを確認し、当直長Ａへ報告。 

・当直長Ａは、統括当直長Ａに供給液槽Ｂの廃液温度が約５℃上昇し、

通常の変化と違うことを報告。 

・当直長Ａから報告を受けた統括当直長Ａは、流量低下が回復してお

らず、温度上昇も継続していることから、供給液槽Ｂの安全冷却水

の供給ラインを中心に再度徹底的に弁の開閉状態を確認するよう当

直長Ａへ指示。 

・当直長Ａは、当直員Ｃ、Ｄに供給液槽Ｂの安全冷却水供給ラインに

ある流量調整弁の全開操作を指示。 

２２：５１ ・統括当直長Ａよりこれまでの状況を工場長へ連絡。 

・工場長は統括当直長Ａに弁の開閉状態を徹底的に確認するよう指

示。 

２２：５２ ・統括当直長Ａは当直長Ａに弁の開閉状態を徹底的に確認するよう指

示。 

・当直長Ａは当直員Ｃ、Ｄに弁の開閉状態を徹底的に確認するよう指

示。 

２３：４３ ・当直員Ｃ、Ｄは、現場にて供給液槽Ｂの安全冷却水供給ラインにあ

る仕切弁が閉止していることを確認し、当直長Ａに「弁が閉まって

いる」と報告。 

・当直長Ａは、仕切弁が閉まっていることを統括当直長Ａに報告。 
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２３：４４ ・統括当直長Ａは、当直長Ａに供給液槽Ｂの安全冷却水供給ラインに

ある仕切弁の全開操作を指示。 

・当直長Ａは、当直員Ｃ、Ｄに仕切弁の全開操作を指示。 

・当直員Ｃ、Ｄは、現場にて供給液槽Ｂの安全冷却水供給ラインにあ

る仕切弁を全開とした。 

・当直員Ａは、安全冷却水Ｂ系列の安全冷却水ポンプＢ出口流量の増

加を確認。 

２３：５０ ・当直員Ａは、供給液槽Ｂの温度低下開始を確認（仕切弁を全開操作

するまでの間、供給液槽Ｂの廃液温度は最大で約 32℃まで上昇した

が、警報設定値（70℃）より低い値であった）。 

・当直長Ａは、統括当直長Ａに供給液槽Ｂの廃液温度の低下が開始し

たことを報告。 

２３：５０頃 ・統括当直長Ａ、当直長Ａおよび当直員は、次直への業務引継ぎを開

始。 

 

【7 月 3 日（日）】 

０：３０頃 ・統括当直長Ａ、当直長Ａおよび当直員は、次直への業務引継ぎを終

了。 

２：２５ ・統括当直長Ｂは、前直で仕切弁の開操作を行った当直員Ｃに仕切弁

の閉止状態を確認した結果、全閉であった事実を確認。 

２：２６ ・連絡責任者Ａ（統括当直長Ｂ）は、安全上重要な施設の２系列の機

能喪失に該当することから、Ａ情報と判断。 

３：１６ ・トラブル情報（Ａ情報）発信（第１報）。 

３：２５ ・当直員Ｅが供給液槽Ｂの廃液温度が冷却機能停止前の廃液温度と同

程度の温度（約 25℃）に戻ったことを確認。 

３：５０ ・六ヶ所対応会議立上げ。 

５：４７ ・トラブル情報（Ａ情報）発信（第２報）。 

 

【7 月 8 日（金）】 

１１：００ ・法令報告に該当すると判断し、トラブル情報（Ａ情報）発信（第３

報）。 
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６．供給液槽Ｂへの安全冷却水の供給が停止した直接原因 

供給液槽Ｂへの安全冷却水の供給が停止した直接原因は、安全冷却水Ａ系列

の計画停止中に、運転中である安全冷却水Ｂ系列の仕切弁が閉止したことであ

る。 

 

７．運転状態および当該仕切弁の管理についての調査 

 当該仕切弁について、以下のとおり管理状況等を調査した。 

（１）運転および監視状況 

安全冷却水系においてＡ系列が停止中でＢ系列のみが運転状態であった。

１系列での運転であったが、運転中の 1系列に対し速やかに異常を確認する

ための監視強化等の措置を講ずることなく、当直員による制御室での監視は、

2系列運転の場合と同様に 4時間毎に流量、温度等の確認をしていた。 

（２）当該仕切弁の管理 

当該仕切弁は、安全冷却水Ｂ系列の運転開始時に当社社員が開状態である

ことを確認し、その後は常時開で運用していた。ただし、操作が可能な状態

であった。 

（３）当該仕切弁の識別の状況 

当該仕切弁の識別の有無や周囲の状況、形状について調査を行った結果、

以下のとおりであった。 

・弁のハンドル部に銘板（弁番号）があるものの狭隘のため視認しにくい状

況であった。 

・安全冷却水Ａ系列とＢ系列で弁番号は異なっているが、系列の識別表示

（Ａ系列／Ｂ系列）はされていなかった（添付資料－５）。 

・安全冷却水Ａ系列の仕切弁（添付資料－６）の近傍にＢ系列の当該仕切弁

があった（添付資料－７）。 

・安全冷却水Ｂ系列の当該仕切弁については、安全冷却水Ａ系列の弁と操作

ハンドルの形状が同じであった（添付資料－６）。 

 

８．当該仕切弁が閉となった経緯の調査 

（１）当該仕切弁の特性 

当該仕切弁は手動弁であり、全開から全閉までには、操作ハンドルを数回

回転させる必要がある。 

（２）当該仕切弁が閉となった時間の推定 

安全冷却水Ｂ系列の安全冷却水ポンプＢ出口流量低下開始時間（15 時 31

分）と供給液槽Ｂの廃液温度上昇開始時間（15 時 31 分）から、当該仕切弁

が閉となった時間は、15 時 30 分頃と考えられる。 
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（３）当日の作業状況の調査 

高レベル廃液ガラス固化建屋において、6 月 19 日から供給液槽Ｂに供給

される安全冷却水Ａ系列の工事が行われていた。7月 2日の安全冷却水Ａ系

列の工事では、別室の供給槽保守第１室において、作業員Ａが溶接作業に係

る準備作業を行っていた。 

本作業において、作業員Ａが配管から空気の流出を確認したため、電話で

工事監督者に報告した。これを受けた工事監督者は、供給槽保守第 2室にあ

る安全冷却水Ａ系列の 2つの手動弁の閉操作を作業員Ａに指示した。これを

受け、作業員Ａは、1人で手動弁の閉操作を行った（添付資料－７）。（以上

は聞き取り） 

このため、供給槽保守第 2室へ入室し弁の閉操作を行った作業員Ａおよび

作業を指示した工事監督者に対し、さらに作業状況の聞き取りを行った。 

  

a.作業員Ａが実施した作業に対する聞き取り結果 

供給槽保守第 2 室で工事のため安全冷却水Ａ系列上にある 2 つの弁の閉

操作に携わった作業員Ａおよび作業を指示した工事監督者に聞き取った内

容を以下に示す。 

・作業員Ａ：「供給槽保守第 1 室にて安全冷却水Ａ系列の配管溶接準備をし

ていたが、溶接するための配管から空気の流出を確認したため、工事監督

者へ電話連絡した。」 

・工事監督者：「供給槽保守第 2 室の安全冷却水Ａ系列の配管番号を伝え、

その配管につながる手動弁 2 つを閉操作するように電話で指示した記憶

がある。」 

・作業員Ａ：「工事監督者から 2 つの弁番号を聞き、その弁を閉操作するよ

うに電話で指示を受けた。」 

・作業員Ａ：「供給槽保守第 2 室で安全冷却水Ａ系列上にある 2 つの弁の操

作（全開から全閉）を実施した。」 

・作業員Ａ：「今回の原因である安全冷却水Ｂ系列の仕切弁の操作は実施し

ていない。」 

 

供給槽保守第 2 室で弁の閉操作を行った協力会社作業員に対する聞き取

りでは、当該仕切弁を閉操作した事実の特定には至らなかったことから、7

月 2 日に高レベル廃液ガラス固化建屋において工事を行っていた他の協力

会社作業員のうち、当該仕切弁が閉となった時刻（15 時 30 分頃）の入域者

を特定し、該当した協力会社作業員 29 名に対し、聞き取りを行った。 
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b.協力会社作業員 29 名に対する聞き取り結果 

協力会社作業員 29 名に対する聞き取りを行った結果、さらに 1 名の作業

員が供給槽保守第 2室に入室したことを聞き取ったが、工具を取るために入

室し、すぐに退出したとの内容であった。 

 

協力会社作業員 29 名に対する聞き取りにおいても、当該仕切弁を閉操作

した者の特定には至らなかったことから、聞き取り対象を当該仕切弁が閉と

なった時刻（15 時 30 分頃）に高レベル廃液ガラス固化建屋の管理区域へ入

域可能であった者全員に拡大した。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の管理区域へ入域するためには、出入管理建

屋から入域する必要があり、管理区域入域後は、誰でも高レベル廃液ガラス

固化建屋へ行くことができる状況である。このため、当該事象発生時刻の管

理区域入域者を特定し、該当した当社社員および協力会社作業員 計 233 名

（a.項および b.項の聞き取り対象者 30 名を除く）に対し、調査を行った。 

 

c.管理区域入域者 233 名に対する調査結果 

管理区域入域者 233 名に対する調査を行った結果、当社社員 1名が供給槽

保守第 2室に入室したことを聞き取ったが、工事監理のため現場を巡回して

おり、供給槽保守第 2室へは火気作業の有無を確認するために入室し、作業

が行われていないことを確認後、すぐに退出したとの内容であった。 

 

９．調査結果から導かれた原因 

運転および監視状況の調査から、通常と同じ 4時間毎の流量、温度等の確認

であったため、運転中のＢ系列が停止したことを速やかに確認できなかった。 

作業員等からの調査からは、当該仕切弁を閉操作した事実は確認されなかっ

たものの、当該仕切弁の形状や設置状況、識別の有無の調査結果を考慮すると、

当該仕切弁の近傍にある安全冷却水Ａ系列の弁と誤認しやすい状況であった

こと、また、工事監督者から作業員Ａへの指示が口頭であり、操作対象の弁が

不明確であった可能性があったことから、工事中の安全冷却水Ａ系列の弁との

誤認により、当該仕切弁が閉となったと推定した。 

（１）Ｂ系列の停止を速やかに確認できなかった原因 

・Ｂ系列のみの運転状態にもかかわらず、2系列運転の場合と同様の監視状態

であった。 

（２）当該仕切弁が閉となった原因 

・工事監督者は、工事のための系統隔離の範囲内ではあるものの、作業員Ａに

対し安全冷却水Ａ系列の閉操作する弁の対象を弁番号で明確に伝えなかっ
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た可能性がある。 

・当該の仕切弁は、弁番号の表示が視認しにくい。 

・当該の仕切弁は、開／閉状態の表示がない。 

・当該の仕切弁は、開／閉状態が即座に視認しにくい。 

・当該の仕切弁は、系列の表示がない。 

・当該の仕切弁は、通常操作することはないが、操作可能な状態であった。 

 

１０．対策 

９．の原因に対し、以下の対策を実施していく。 

（１）監視の強化 

安全冷却水系において片系を停止し 1 系列で運転する場合は、異常が確認

された際に、速やかに設備が設置されている部屋での状態確認を行えるよう、

当直員による制御室での温度、流量等の確認の頻度を通常の 4時間毎から 1時

間毎に強化する（2022 年 7 月 8 日 当直員に対し指示済）。 

（２）作業管理 

口頭による曖昧な指示は誤操作の原因となるため、作業により弁を操作する

ときは、当社および協力会社が確認できるよう、作業要領書等で対象の弁を明

確にする（2022 年 7 月 5 日 協力会社に対し指示済）。 

（３）識別措置 

運転状態の系列の弁と誤認することを防止するため、また、弁の開閉状態を

容易に確認できるようにするため、以下のとおり識別を行う。 

本対策は、安全上重要な施設のうち、個々の貯槽の安全機能（流量）を確認

できない安全冷却水系を対象とし、安全冷却機能に影響を与えうる全ての仕切

弁に対して実施する（2022 年 7 月末まで）。（添付資料－５） 

①  弁番号の拡大表示 

② 弁の「開/閉」状態表示 

③ 弁の開閉状態を視認できるマーキング 

④  系列の表示（Ａ系列/Ｂ系列の表示） 

（４）弁の施錠管理措置 

運転状態の系列にある弁の開閉操作を防止するため、（３）の識別措置で対

象とする仕切弁に対して、施錠管理を実施する（2022 年 7 月末まで）。（添付

資料－５） 

 

１１．現地原子力検査官への連絡の改善 

現地原子力検査官への連絡の改善として、安全上重要な施設の流量変動等が

確認され、安全機能に影響を及ぼすおそれがあり、調査が必要と判断した場合
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は、夜間休祭日を問わず現地原子力検査官に連絡する運用を社内ルールに追加

する。 

 

１２．今後の対応 

今後、上記の対策を行う。また、根本原因分析（ＲＣＡ）を実施する。 

 

以上 
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添付資料－２ 



 
 

時系列 

【6月 19 日～】 

 ・「内部ループ/冷却コイル注水接続口配管工事」実施のために安全冷却水

Ａ系列は計画的に停止中。 

 
【7月 2日（土）】 

１８：５０頃 ・当直員Ａは、定刻のデータ確認時に安全冷却水Ｂ系の安全冷却水ポンプ

Ｂ出口流量が 15 時 30 分頃から低下し、その後安定していることを確

認。なお、14 時から 15 時の定刻データ確認時は通常流量であることを

確認している。 

・当直員Ａは、安全冷却水Ｂ系で冷却している７つの貯槽の廃液温度は約

25～30℃付近で推移していたことから有意な温度上昇がないものと認

識し、当直員Ａは、安全冷却水Ｂ系の安全冷却水ポンプＢ出口流量が低

下していることと貯槽の廃液温度に異常がないことを当直長Ａに報告

を行った（現状の廃液保有状態では、廃液温度は安全冷却水の温度変化

により、約 25℃～30℃の範囲（警報設定値（70℃））で温度変動をして

いる）。 

・当直長Ａは 22 時の定刻確認で状況を再度確認することを当直員Ａに指

示した。また、当直長Ａは、統括当直長Ａへ流量低下と廃液温度に異常

がないことを報告した。 

・統括当直長Ａは、安全冷却水Ｂ系列の供給ラインからの漏えいによる流

量低下を疑い、管理区域にて漏えいの有無の確認を行うよう当直長Ａへ

指示。 

１８：５０ ・当直長Ａは、Ｙ区域の巡視点検で現場にいた当直員ＢにＹ区域の安全冷

却水Ｂ系列の供給ライン（途中から機器別に９系統に分岐して供給）の

漏えいの有無、Ｇ区域の膨張槽液位および安全冷却水ポンプＢの起動

状態の確認を指示。 

・当直員Ｂは、Ｙ区域の安全冷却水Ｂ系列の供給ラインの確認を開始。 

２０：３０ ・当直員Ｂは、Ｙ区域確認後、異常がないことを当直長Ａへ報告。 

※Ｙ区域 10 部屋、弁：約 40 箇所、フランジ/ストレーナ：4 箇所を確

認。 

２０：３０ ・当直長Ａは、当直員Ｃへ当直員Ｂと合流しＧ区域の確認を行うように指

示。 

２０：４０ ・当直員Ｃは、Ｇ区域にて当直員Ｂと合流。 

添付資料－３ 



２１：００頃 ・当直員Ｂ、Ｃは、Ｇ区域確認後、異常がないことを当直長Ａへ報告。 

※Ｇ区域 1 部屋、弁：約 30 箇所、フランジ/ストレーナ：約 30 箇所、

膨張層液位、安全冷却水ポンプＢの起動状態を確認。 

・当直長Ａは、統括当直長Ａへ安全冷却水Ｂ系の供給ラインからの漏えい

等の異常がなかったことを報告。 

 ※流量計が系統の全体流量を計測しているものであることから、漏えい

やポンプの性能低下など系統全体の流量に影響を及ぼす要因の可能

性を優先して調査しており、この時点で弁の開閉状態の確認は実施し

ていない。 

２２：００頃 ・当直員Ａは、定刻のデータ確認時に安全冷却水Ｂ系で冷却している７つ

の貯槽のうち、供給液槽Ｂの廃液温度だけが約５℃上昇し、通常の変化

と違うことを確認し、当直長Ａへ報告。 

・当直長Ａは、統括当直長Ａに供給液槽Ｂの廃液温度が約５℃上昇し、通

常の変化と違うことを報告。 

・当直長Ａから報告を受けた統括当直長Ａは、流量低下が回復しておら

ず、温度上昇も継続していることから、供給液槽Ｂの安全冷却水の供給

ラインを中心に再度徹底的に弁の開閉状態を確認するよう当直長Ａへ

指示。 

・当直長Ａは、当直員Ｃ、Ｄに供給液槽Ｂの安全冷却水供給ラインにある

流量調整弁の全開操作を指示。 

２２：３０ ・当直長Ａから指示を受けた当直員Ｃ、Ｄは、供給液槽Ｂの安全冷却水供

給ラインにある流量調整弁を全開に操作した。 

・当直員Ａは、流量調整弁を全開にしても安全冷却水ポンプＢ出口冷却水

の流量が増加しないことを確認し、当直長Ａへ報告。 

 その後、継続して当直員Ｃ、Ｄは、供給液槽Ｂの安全冷却水供給ライン

を中心に弁の開閉状態を確認。 

・当直長Ａは、統括当直長Ａに流量調整弁を全開にしても安全冷却水ポン

プＢ出口冷却水の流量が増加しないこと、継続して供給液槽Ｂの安全冷

却水供給ラインを中心に弁の開閉状態を確認していることを報告。 

２２：５１ ・統括当直長Ａよりこれまでの状況を工場長へ連絡。 

・工場長は統括当直長Ａに弁の開閉状態を徹底的に確認するよう指示。 

２２：５２ ・統括当直長Ａは当直長Ａに弁の開閉状態を徹底的に確認するよう指示。 

・当直長Ａは当直員Ｃ、Ｄに弁の開閉状態を徹底的に確認するよう指示。 

２３：４３ ・当直員Ｃ、Ｄは、現場にて供給液槽Ｂの安全冷却水供給ラインにある仕

切弁が閉止していることを確認し、当直長Ａに「弁が閉まっている」と

報告。 

・当直長Ａは、仕切弁が閉まっていることを統括当直長Ａに報告。 

 ※当直長Ａと統括当直長Ａは、安全冷却水Ｂ系の流量低下の原因が、仕

切弁が閉まっていたことであり、仕切弁を全開とし、安全冷却水Ｂ系

の流量を復旧させることを優先した。 

  その際、冷却水が全停止している場合は、安全冷却機能が喪失したこ

とになるという点に思いが至らず、冷却水の全停止の判断に必要な弁

の閉止状態を当直員Ｃ，Ｄに詳細に確認しなかった。また、当直員Ｃ、

Ｄも、仕切弁が全閉となっていることを明確に伝えていなかった。こ

のことから、統括当直長Ａおよび当直長Ａは、供給液槽Ｂへの安全冷



却水が停止していたとは認識できなかった。 

２３：４４ ・統括当直長Ａは、当直長Ａに供給液槽Ｂの安全冷却水供給ラインにある

仕切弁の全開操作を指示。 

・当直長Ａは、当直員Ｃ、Ｄに仕切弁の全開操作を指示。 

・当直員Ｃ、Ｄは、現場にて供給液槽Ｂの安全冷却水供給ラインにある仕

切弁を全開とした。 

・当直員Ａは、安全冷却水Ｂ系列の安全冷却水ポンプＢ出口流量の増加を

確認。 

・当直員Ａは、当直長Ａに安全冷却水Ｂ系列の安全冷却水ポンプＢ出口流

量の増加したことを報告。 

・当直長Ａは、統括当直長Ａに安全冷却水Ｂ系列の安全冷却水ポンプＢ出

口流量の増加したことを報告。 

２３：５０ ・当直員Ａは、供給液槽Ｂの温度低下開始を確認。 

・当直長Ａは、統括当直長Ａに供給液槽Ｂの廃液温度の低下が開始したこ

とを報告。 

２３：５１ ・統括当直長Ａは、工場長へ安全冷却水Ｂ系列の仕切弁が閉側に閉まって

いたこと、全開としたことにより、安全冷却水Ｂ系の流量の復旧したこ

と、供給液槽Ｂの廃液温度が低下していることを連絡。 

 ※統括当直長Ａは、当該弁を全開とし、安全冷却水Ｂ系列安全冷却水ポ

ンプＢの出口流量の増加、および供給液槽Ｂの廃液温度の低下を確認

したことから、供給液槽Ｂへの安全冷却水の供給が復旧したと判断し

た（安全冷却水Ｂ系の流量復旧に意識が集中し、本事象が機能喪失に

あたるとは思わなかった）。 

２３：５０頃 ・統括当直長Ａ、当直長Ａおよび当直員は、次直への業務引継ぎを開始。 

 

【7 月 3 日（日）】 

０：３０頃 ・統括当直長Ａ、当直長Ａおよび当直員は、次直への業務引継ぎを終了。 

０：５７ ・統括当直長Ａは、引継ぎ終了後に供給液槽Ｂの仕切弁が全閉であれば機

能喪失に該当する可能性があるという点が心配になり、統括当直長Ｂに

その旨を連絡した。 

１：００頃 ・統括当直長Ｂは、流量の低下を確認したものの、機能喪失にあたるか否

かを判断するため、供給液槽Ｂへの冷却水の供給が完全に停止している

か継続しているか確認することとした。 

１：００～ ・このため、統括当直長Ｂは、供給液槽Ｂの冷却機能喪失の有無を判断す

るため、これまでの、事実関係を確認していた。 

１：５０ ・前直の統括当直長Ａ、当直長Ａ、連絡補助者Ａが中央制御室に戻り、当

該事象対応のサポートを実施。 

２：１５頃 ・統括当直長Ｂは、供給液槽Ｂの冷却機能喪失の有無を判断するため、最

終的に仕切弁の閉止状態を当直員Ｃに確認することとした。 

２：２５ ・統括当直長Ｂは、前直で仕切弁の開操作を行った当直員Ｃに仕切弁の閉

止状態を確認した結果、全閉であった事実を確認。 

２：２６  ・連絡責任者Ａ（統括当直長Ｂ）は、安全上重要な施設の２系列の機能喪

失に該当することから、Ａ情報と判断。 



２：２７ ・統括当直長Ｂは、Ａ情報を発信することを工場長へ連絡した。 

３：１６ ・トラブル情報（Ａ情報）発信（第１報）。 

３：２５ ・当直員Ｅが供給液槽Ｂの廃液温度が冷却機能停止前の廃液温度と同程

度の温度（約 25℃）に戻ったことを確認。 

・連絡補助者Ａから原子力規制庁へ電話連絡。 

３：５０～ ・六ヶ所対応会議立上げ。 

 議長：工場長 

 要員：運転部長、ガラス固化施設部長、機械保全部長、放射線管理部長、

技術部長、再処理計画部長、報道部長、他 

 活動内容：第 1報の報告内容を含め、これまでの状況把握 

・議長以下、参集した要員は、統括当直長Ｂからの聞き取りにより、機器

が故障していないことおよび既に安全冷却水ポンプＢ出口流量が復旧

したことを確認。 

・この状況を踏まえ、議長以下で「使用済燃料の再処理の事業に関する規

則第 19 条の 16 の運用について（訓令）」を確認し、２号、３号に該当

するのかの議論を開始した。 

・具体的には、今回の事象が「再処理施設の故障」に該当するのか？今回

の仕切弁の閉止は誤操作に該当するのか？溶液等の温度が有意に上昇

した時に該当するのか？再処理に影響を及ぼしたときに該当するの

か？等の議論を重ね、2 号、3 号に該当しないとした場合、連絡区分と

して何に該当するのか、判断に迷っていた。 

・保安規定の設備に求められる状態としては、1系列が運転状態、同系列

のポンプが運転可能か他の系列が運転可能であることを求めており、今

回の事象（ポンプが運転状態で系列が止まるような状態）が該当するの

か、判断に迷っていた。 

・機器の故障は発生していないものの安全冷却機能が約８時間喪失して

おり、保安規定で要求される措置（１直１回、運転状態の系列に異常が

ないことを確認する。）を講じることができていなかったことから、ト

ラブル等対応要領Ａ情報③-１）「保安規定に規定する保安上特に管理を

必要とする設備に求められる状態を満足していない状態において、保安

規定で要求される措置を講じることができないとき」に該当するのでは

ないか協議。 

・連絡責任者Ｂは、第１報に基づくプレス公表時間（３時間以内）が迫っ

ていたが、Ａ情報の連絡内容および連絡区分に誤りがあってはいけない

と考え、対応会議の議論に注力。 

～５：４２ ・六ケ所対応会議で議論した結果、 

 機器が故障していないことおよび既に安全冷却水ポンプＢ出口流

量が復旧しており異常状態ではないことから、「安全協定第12条７)

施設の故障による閉じ込め、遮へい、火災・爆発防止機能の喪失又

は喪失のおそれにより再処理に支障を及ぼしたとき」には該当しな

い。 

 機器の故障は発生していないものの安全冷却機能が約８時間喪失

しており、保安規定で要求される措置（１直１回、運転状態の系列

に異常がないことを確認する。）を講じることができていなかった

ことから、トラブル等対応要領Ａ情報③-１）「保安規定に規定する



保安上特に管理を必要とする設備に求められる状態を満足してい

ない場合において、保安規定で要求される措置を講じることができ

ないとき」に該当。 

・連絡責任者Ｂは、５時 42 分に、上記議論を基に本事象が「直ちに情報

（Ａ情報）安全協定第 12 条対象外」に該当することから、連絡区分の

変更が必要と判断した。 

・連絡区分を変更したことにより、社内マニュアルに基づき、「直ちに情

報（Ａ情報）安全協定第 12 条対象外」が夜間に発生した場合、翌朝目

処にプレス公表としており、プレス公表時間を遅らせた。 

５：４７ ・トラブル情報（Ａ情報）発信（第２報）。 

 

【7 月 8 日（金）】 

１１：００ ・法令報告に該当すると判断し、トラブル情報（Ａ情報）発信（第３報）。 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当直体制図 

 

添付資料－４ 



 
 
 

 
対策前 当該仕切弁 

 
対策後 当該仕切弁 

 

当該仕切弁の識別・施錠状況（1/2） 

添付資料－５ 



 

 

 
 

対策後 当該仕切弁(全開時のマーキング) 
 

当該仕切弁の識別・施錠状況（2/2） 

  

マーキング 

マーキング 

添付資料－５ 



 
 
 

 
対策後 ⼯事中の安全冷却⽔Ａ系列にある２箇所のうちの⼀つの弁 

工事中の安全冷却水Ａ系列の弁 

添付資料－６ 



        

添付資料－７ 

供
給

槽
保

守
第

2
室

内
の

弁
の

配
置

 



2022 再工技発第 13 号 

令和 4 年 7 月 19 日 

 

青森県危機管理局 

原子力安全対策課長 
竹ケ原 仁  殿 

 日本原燃株式会社 
再処理事業部長 

宮越 裕久 

 

 

再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋における 

供給液槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失に係る 
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標記の件について、令和４年７月２日に発生した高レベル廃液ガラス固化建屋

における供給液槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失事象に係る通報連絡に問題があり、

青森県および六ヶ所村より対策を求められておりました。今般、改善すべき点が

確認されたことから、改善項目および改善策について、別添のとおり報告いたし

ます。 

 

 

別添：「再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全

冷却機能の一時喪失に係る通報連絡上の改善すべき点および改善策に
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１．はじめに 

高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全冷却機能の一時喪

失事象に係る通報連絡上の改善すべき点が確認されたことから、原因および対

策について報告する。 

 

２．通報連絡に係る時系列 

通報連絡に係る主な時系列を以下に示す。 

 

【７月２日（土）】 

１８：５０頃 ・当直員Ａは、定刻のデータ確認時に安全冷却水Ｂ系の安全冷却水

ポンプＢ出口流量が 15 時 30 分頃から低下し、その後安定してい

ることを確認。なお、14 時から 15 時の定刻データ確認時は通常

流量であることを確認している。 

２２：００頃 ・当直員Ａは、定刻のデータ確認時に安全冷却水Ｂ系で冷却してい

る７つの貯槽のうち、供給液槽Ｂの廃液温度だけが約５℃上昇

し、通常の変化と違うことを確認し、当直長Ａへ報告。 

・当直長Ａは、統括当直長Ａに供給液槽Ｂの廃液温度が約５℃上昇

し、通常の変化と違うことを報告。 

２３：４３ ・当直員Ｃ、Ｄは、現場にて供給液槽Ｂの安全冷却水供給ラインに

ある仕切弁が閉止していることを確認し、当直長Ａに「弁が閉ま

っている」と報告。 

・当直長Ａは、仕切弁が閉まっていることを統括当直長Ａに報告。 

 

【７月３日（日）】 

０：３０頃 ・統括当直長Ａ、当直長Ａおよび当直員は、次直への業務引継ぎを

終了。 

１：００頃 ・統括当直長Ｂは、流量の低下を確認したものの、機能喪失にあた

るか否かを判断するため、供給液槽Ｂへの冷却水の供給が完全に

停止しているか継続しているか確認することとした。 

２：２５ ・統括当直長Ｂは、前直で仕切弁の開操作を行った当直員Ｃに仕切

弁の閉止状態を確認した結果、全閉であった事実を確認。 

２：２６   ・連絡責任者Ａ（統括当直長Ｂ）は、安全上重要な施設の２系列の

機能喪失に該当することから、Ａ情報と判断。 

・連絡責任者Ａ（統括当直長Ｂ）は、連絡補助者Ａへ通報文の作成

を指示。 

・連絡補助者Ａは、発生事象を正確に伝えること、誤記が無いこと

に注意し、通報文作成を開始するとともに、対象機器・弁等の通

報文へ記載する内容の事実確認を行った。 

３：１６ ・トラブル情報（Ａ情報）発信（第１報）。 

３：２０ 

～３：２５ 

・社内通報手続きに基づき、連絡補助者ＢとＣで通報内容の読み合

わせを実施。 
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３：２５ ・当直員Ｅが供給液槽Ｂの廃液温度が冷却機能停止前の廃液温度

と同程度の温度（約 25℃）に戻ったことを確認。 

・連絡補助者Ａから原子力規制庁へ電話連絡。 

３：２５ 

～３：３３ 

・連絡補助者Ｂは、青森県原子力安全対策課へ電話連絡する前に、

（連絡補助者Ａが原子力規制庁へ電話連絡中であったことから）

前直の連絡補助者Ａに、事象発生時の工事件名や弁が閉止されて

いた理由等の事実確認を実施。 

３：３３ ・連絡補助者Ｂから青森県原子力安全対策課へ電話連絡。 

３：３７ ・連絡補助者Ｃから六ヶ所村原子力対策課へ電話連絡。 

３：４４ ・連絡補助者Ｂから青森県原子力センターへ電話連絡。 

３：５０ ・六ヶ所対応会議立上げ。 

４：１９ ・連絡補助者Ｃは社内関係者へ情報共有メールを送付（通報文（第

１報）の内容）。 

～５：４２ ・六ケ所対応会議で議論した結果、 

 機器が故障していないことおよび既に安全冷却水ポンプＢ

出口流量が復旧しており異常状態ではないことから、トラブ

ル等対応要領Ａ情報①-７)「施設の故障による閉じ込め、遮

へい、火災・爆発防止機能の喪失又は喪失のおそれにより再

処理に支障を及ぼしたとき」には該当しない。 

 機器の故障は発生していないものの安全冷却機能が約８時

間喪失しており、保安規定で要求される措置（１直１回、運

転状態の系列に異常がないことを確認する。）を講じること

ができていなかったことから、トラブル等対応要領Ａ情報③

-１）「保安規定に規定する保安上特に管理を必要とする設備

に求められる状態を満足していない場合において、保安規定

で要求される措置を講じることができないとき」に該当。 

・連絡責任者Ｂ（技術部長）は、5 時 42 分に、上記議論を基に本

事象が「直ちに情報（Ａ情報）安全協定第 12 条対象外」に該当

することから、連絡区分の変更が必要と判断した。 

・連絡区分を変更したことにより、社内マニュアルに基づき、「直

ちに情報（Ａ情報）安全協定第 12 条対象外」が夜間に発生した

場合、翌朝目処にプレス公表としており、プレス公表時間を遅ら

せた。 

５：４７ ・トラブル情報（Ａ情報）発信（第２報）。 

８：１５ ・プレス公表。 

 

【７月８日（金）】 

１１：００ ・法令報告に該当すると判断し、トラブル情報（Ａ情報）発信（第

３報）。 
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３．通報連絡上の改善すべき点と原因 

本事象が発生した際、通報連絡上の対応として以下の改善すべき点が確認さ

れた。改善すべき点とその原因を以下に示す。 

№ 改善すべき点 原因 

① Ａ情報の判断までに時間を要した 

（23 時 43 分時点で、安全冷却水Ｂ系

の安全冷却水ポンプＢ出口流量低下、

供給液槽Ｂの廃液温度が約５℃上昇、

安全冷却水Ｂ系列の仕切弁が閉止状態

であることを確認していたが、Ａ情報

と判断できなかった。） 

安全冷却水Ｂ系の安全冷却水ポンプ

Ｂ出口流量が低下し、供給液槽Ｂの

廃液温度上昇した時点で、機能喪失

であると速やかに判断できなかっ

た。 

② Ａ情報の判断から第１報の発信までに

時間を要した 

（2時 26 分に判断し、3時 16 分にＡ情

報を発信しており、判断から発信まで

50 分かかった。） 

連絡補助者Ａは、速やかにトラブル

情報（Ａ情報）発信すべきと認識して

いたが、資料の分かり易さを優先し、

記載不要である機器番号、弁番号の

確認に時間がかかってしまった。 

③ Ａ情報の第 1 報の発信から県および村

への電話連絡までに時間を要した 

（3時 16 分にＡ情報発信後、3時 33 分

に連絡補助者Ｂから青森県原子力安全

対策課へ電話連絡しており、発信から

17 分後に電話連絡を行った。） 

連絡補助者Ｂは、連絡補助者Ｃと第

１報の内容について確認後、青森県

原子力安全対策課へ電話連絡する前

に、事象発生時の工事件名や弁が閉

止されていた理由等の事実確認を実

施したため、速やかに通報連絡を行

わなかった。 

④ 速やかにプレス公表するルールを守れ

なかった 

（連絡区分を安全協定報告対象から報

告対象外に変更した場合の県および村

への連絡が遅れた。） 

 

六ヶ所対応会議の中で速やかにプレ

ス公表するとの意識はあったもの

の、管理ができていなかった。 

第１報から連絡・公表区分を変更す

ると判断した時点で、県および村に

連絡を行わなかった。 

ブラウザの変更に伴い社内システム

が使用できず、社内関係者への連絡

が遅れ、青森本部の参画が遅れた。 

 

４．対策 

３．の原因に対して、以下のとおり対策を実施する。 

（１）改善すべき点①に対する対策 

・機能喪失に該当するか否かの判断に係る事例として、今回の事例を社内

ルールに追加する。 

（２）改善すべき点②に対する対策 

・トラブル情報を目標時間内に発信できるよう、タイムキーパーを決めて

時間管理する。 

・連絡補助者Ａに対し、迅速に通報連絡するため、社内ルールに定めてい
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る「通報連絡をするための心得」の内容を再周知する。 

・連絡補助者Ａに対し、今回の事象を例とし訓練を実施する。 

（３）改善すべき点③に対する対策 

・連絡補助者が用いるチェックシートに、トラブル情報発信後、10 分以内

に通報連絡を開始する旨を追記する。 

・通報文の内容確認後は速やかに通報連絡を行うよう、連絡補助者への再

教育を行う（まずは通報連絡を最優先する）。 

（４）改善すべき点④に対する対策 

・プレス公表について、タイムキーパーを決めて時間管理するとともに、

連絡区分、公表区分の変更の可能性がある場合には速やかに連絡する運

用とする。 

・連絡区分を安全協定報告対象から報告対象外に変更する場合、その判断

が社内ルールで目標としている公表時間を超える際は、その前に一旦プ

レス公表を行う。また連絡区分、公表区分を変更した場合には、速やか

に県および村へ連絡する。 

・情報共有メールのシステム修正を行う（ブラウザの変更により、第 1報

が情報共有メールで社内関係部署に連絡されていなかった）。 

 

以上 
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